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〇
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号

道
路
交
通
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
元
年
政
令
第
百
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
運
転
免
許
の
拒
否
等
の
処

分
の
基
準
に
係
る
身
体
の
障
害
の
程
度
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

武
田

良
太

運
転
免
許
の
拒
否
等
の
処
分
の
基
準
に
係
る
身
体
の
障
害
の
程
度
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

運
転
免
許
の
拒
否
等
の
処
分
の
基
準
に
係
る
身
体
の
障
害
の
程
度
を
定
め
る
規
則
（
平
成
十
四
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第

十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
身
体
の
障
害
の
程
度
）

（
身
体
の
障
害
の
程
度
）

第
一
条

道
路
交
通
法
施
行
令
別
表
第
二
の
三
の
表
及
び
別
表
第
二
の
備
考
の
二
の

第
一
条

道
路
交
通
法
施
行
令
別
表
第
二
の
三
の
表
及
び
別
表
第
二
の
備
考
の
二
の

の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
身
体
の
障
害
の
程
度
（
次
条
に
お
い
て
単

の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
身
体
の
障
害
の
程
度
（
次
条
に
お
い
て
単

120

118

に
「
身
体
の
障
害
の
程
度
」
と
い
う
。
）
は
、
同
条
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、

に
「
身
体
の
障
害
の
程
度
」
と
い
う
。
）
は
、
次
条
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、

自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
八
十
六
号
）
別
表

自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
八
十
六
号
）
別
表

第
一
又
は
別
表
第
二
に
該
当
す
る
後
遺
障
害
（
以
下
「
自
賠
法
後
遺
障
害
」
と
い

第
一
又
は
別
表
第
二
に
該
当
す
る
後
遺
障
害
（
以
下
「
自
賠
法
後
遺
障
害
」
と
い

う
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
自
賠
法
後
遺
障
害
に
つ
い
て
こ
れ
ら
の
表
が
保
険
金
額

う
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
自
賠
法
後
遺
障
害
に
つ
い
て
こ
れ
ら
の
表
が
保
険
金
額

と
し
て
定
め
る
金
額
が
同
令
第
二
条
第
一
項
第
三
号
イ
に
定
め
る
金
額
以
上
と
な

と
し
て
定
め
る
金
額
が
同
令
第
二
条
第
一
項
第
三
号
イ
に
定
め
る
金
額
以
上
と
な

る
場
合
に
お
け
る
障
害
の
程
度
と
す
る
。

る
場
合
に
お
け
る
障
害
の
程
度
と
す
る
。
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附

則

こ
の
規
則
は
、
道
路
交
通
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


